
 

  日医発第 409 号（医経）  

令和 4 年 5 月 24 日  

都道府県医師会  

担当理事  殿  

 

公益社団法人  日本医師会  

常任理事  松  本  吉  郎  

（公印省略）  

 

中小企業庁「事業復活支援金」の申請期限延長について（情報提供）  

 

「事業復活支援金」につきましては、令和 4 年 1 月 26 日付文書（税経 83 号）に

てお知らせをしているところです。  

今般、中小企業庁より、本支援金の申請期限が令和 4 年 6 月 17 日まで延長とな

る旨が発表されましたので情報提供申し上げます（延長前の申請期限は 5 月 31 日）。 

ただし申請に必要な「申請 ID の発行」は 5 月 31 日（火）までとなりますので、

ご注意ください。また、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は

6 月 14 日（火）までとなります。  

詳細は、下記の経済産業省、及び事業復活支援金事務局 Web サイトでご確認くだ

さい。  

貴会におかれましては、本件についてご了知いただきますよう、お願い申し上げ

ます。  

 

本件に係る問い合わせ先は下記の通りです。  

 

〇事業復活支援金事務局  相談窓口  

電話番号：0120-789-140  

IP 電話等からのお問い合わせ先：03-6834-7593（通話料がかかります）  

8 時 30 分～19 時 00 分（土日、祝日含む全日対応）  

 

 

【添付資料】  

・リーフレット「申請期限を 2022 年 6 月 17 日（金）まで延長しました」  

・事業復活支援金リーフレット  



 

 

※事業復活支援金に関する申請要領等の資料は、下記サイトに掲載されています。  

上記添付資料の最新版もこちらに掲載されますのでご参照ください。  

（経済産業省「事業復活支援金」Web サイト）  

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html  

 

（事業復活支援金事務局ホームページ）  

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

 

 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
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